
平成２８年１１月１日より、４階療養病棟の４５床のうち２０床を地域包括ケア病棟に変更しました。
４階病棟は、療養病棟入院基本料を届出た病棟ですが、看護職員などの人員配置や退院支援体制を
充実して、地域包括ケア入院医療管理料１の病床を届出ています。

Q、入院期間は？
状態に応じて調整しますが、
「地域包括ケア病棟の対象病室」入室後、６０日以内です。

Q、対象病室は？
402 403 405 406
410 411 418

Q、対象となる患者さんは？
病状や退院先、退院の目途、リハビリの進み具合等で主治医の判断によります。
ご自宅や介護施設に復帰予定で、入院治療により症状が改善・安定した後、
もう少し経過観察や生活支援、療養準備が必要な患者さんです。

Q、退院先は？
ご自宅や特別養護老人ホーム、高齢者住宅などの
施設がございます。

Ｑ、入院費は？
入院費は定額で、リハビリテーション・投薬料・注射料・処置料・検査料・画像診断料等の
ほとんどの費用が含まれています。
治療内容によっては、一般病棟より自己負担金が増額する場合もありますが、月の医療費
の負担上限が定められていますので、一般病棟の場合と負担上限は変わりません。
(75歳以上の患者さんについては、ほとんどの場合増額はありません）

入院生活や退院先、退院後のご不安な点などのご相談は、スタッフステーションまでお申し出ください。
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（法人理念）

上記７病室、ベッド数20床です。

地域包括ケア病棟って何？ 
「地域包括ケア病棟」とは、急性期治療を経過し、病状が安定した患者さんに対して、

在宅や介護施設への復帰支援に向けた医療や支援を行う病棟です。 

 

本来は、一般病棟で症状が安定すると、早期に退院をしていただく事となっていま

す。しかし、在宅での療養に不安があり、もう少しの入院治療で在宅復帰できる患

者さんの為に、当院では「地域包括ケア病棟」を準備し、安心して退院していただけ

るよう支援していきます。 
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